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株主名簿閲覧謄写請求書 

 

リ・ジェネレーション株式会社（以下「当社」といいます。）は、貴社に対して、以下のと

おりご通知申し上げます。 

 

当社は、貴社の株式を 1,670,000株保有する株主であるところ、貴社に対し、会社法 125条

2項に基づき、下記のとおり、貴社の株主名簿の閲覧及び謄写の請求（以下「本株主名簿閲覧

謄写請求」といいます。）をいたします。なお、個別株主通知申出受付票及び個別株主通知済

通知書については、本書と同内容の書面とともに、追って送付させていただきます。 

 

記 

 

 貴社は、2022年 4月 22日付リリース「リ・ジェネレーション株式会社らによる当社株式を

対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について」（以下

「本リリース」といいます。）において、当社及び布山高士氏（以下「布山氏」といいます。）

その他の複数の株主らが貴社株式の買い集めを行っている現状に鑑み、貴社取締役会におい

て、その対応策（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議したとされていま

す。本対応方針の導入については、2022年 6 月 29日開催予定の貴社第 61回定時株主総会（以

下「本定時株主総会」といいます。）に諮るものとされ、その内容は、当社を含む貴社株主ら

による貴社株式の買い集めに対して、貴社が対抗措置（以下「本対抗措置」といいます。）を

定め、その発動を貴社株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）に諮った上で、同

総会において前記対抗措置の発動が可決されれば、新株予約権の無償割当て等を内容とする買

収防衛措置がとられるというものです。なお、本リリースによれば、本定時株主総会が株主意



 
 

思確認総会を兼ねる場合もあり得ます。 

当社においては、本リリースにおいて指摘されている、当社が布山氏その他の第三者と意を

通じて実質的に共同して貴社株式の買い付けを行っているといった事実は一切なく、本件にお

ける貴社株式の大量買付け行為は、もっぱら、業績が低迷している貴社の企業価値を高めるに

あたってのアクションを起こすために行った当社独自の判断に基づく正当なものですので、当

然ながら、本定時株主総会（かつ株主意思確認総会）における本対応方針（及び本対抗措置）

には断固反対する意思を有しております。 

そこで、当社は、本定時株主総会（かつ株主意思確認総会）における本対応方針（及び本対

抗措置）の否決を実現するにあたり、他の貴社株主に対する委任状勧誘を検討しております。

もっとも、そもそも、委任状勧誘を行う必要があるかどうかは、本定時株主総会の基準日にお

ける貴社の株主名簿を閲覧・謄写しなければ判明せず、また、仮に委任状勧誘が必要と判断さ

れた場合には、委任状勧誘を行うために、株主総会招集通知の送付先の調査及び本対応方針

（及び本対抗措置）に反対する株主の調査その他貴社の株主としての権利行使にあたっての調

査を行う必要があります。したがって、当社は、会社法 125 条 2 項に基づき、貴社の第 61 期

定時株主総会の基準日である 2022 年 3 月 31 日現在の株主名簿の閲覧及び謄写を請求いたし

ます。 

貴社におかれましては、貴社の 2022年 3月 31日現在の株主名簿（その他に、さらに直近の

株主名簿がある場合にはその時期のもの。）については、①貴社の株主名簿を原本にて開示さ

れる場合には、貴社の本店所在場所（又は貴社株主名簿管理人である三菱 UFJ信託銀行株式会

社の本店所在場所）において、貴社の株主名簿の閲覧及び謄写が可能な日時その他詳細（写し

の交付の可否、貴社又は貴社株主名簿管理人のコピー機の使用の可否、使用が可能であった場

合の費用の有無及びその金額を含みます。）を、2022 年 5 月 25 日までにご教示いただくか、

又は、②同日までに、エクセル、PDFその他電子データにて貴社の株主名簿を当社代理人のメ

ールアドレス（toda@newport-law.com）宛てに送信する方法により閲覧及び謄写の実施をお願

いいたします。 

また、当社は、本臨時株主総会の開催にあたって今後設定される基準日現在の株主名簿につ

いても、同様にその閲覧及び謄写を行うことを請求いたしますので、2022年 5月 25日までに

株主名簿閲覧謄写が可能となる時期のほか、対応の可否及び内容についてご教示ください。 

なお、仮に、貴社が任意に本株主名簿閲覧謄写請求に応じない場合には、当社は、裁判所に

対して、本株主名簿閲覧謄写請求にかかる仮処分命令の申立てをすることになりますので、あ

らかじめその旨申し添えます。 

以 上 


